
児童生徒との不適切な関係の入り口はSNSでのやりとりから。
※卒業生とのやりとりにも注意が必要

あなたの学校へズームイン No.2 津山教育事務所 R8.6

・令和７年度には岡山県内でも性犯罪・性暴力に関わる不祥事が起き
ました。性犯罪・性暴力等の行為は、関係の児童生徒や保護者、教
職員だけでなく周りの方々にも計り知れないダメージを与えます。
「性犯罪・性暴力行為」のきっかけの多くは、私的なSNS等の利用
です。私的なメールやSNSによる児童生徒とのやりとりについては、
学期ごとに実施するチェックシート等で定期的な確認やルールの
徹底をお願いします。

・「こども性暴力防止法」が令和８年１２月２５日に施行されること
に伴い、教職員課から６月実施eラーニングについての事務連絡が発
出されています。実施期間（６月１日～６月３０日）内に全教職員
が必ず受講するようにしましょう。

□勤務時間中にソーシャルメディアの私的
利用はしていない。
□私的な利用についても教職員であること
を自覚し、責任を持つ。
□ソーシャルメディア上で、児童生徒や保
護者と個人的なやりとりはしていない。
□発信する前には、必ず内容をチェックし
ている。

性犯罪・性暴力等の根絶を！全教職員向け

毎年コンプライアンス研修をしてい
ても

依然として起こっている
児童生徒とのＳＮＳ等でのやり

とり
※昨年度末から今年度初めにかけて、SNSを通じて
教員と児童生徒がやりとりをした事案が複数発覚しています。

■校内ルールについての知識はあるが、なぜ
そのようなルールがあるのか深く理解できてい

なかった。
■校内ルールを破ったその先に、どのようなこと

が起こるか
想定できていなかった。

■「いけない」と頭では分かっていても、人間関
係が壊れる

ことをおそれ、やめられなかった。
■「まずい」「どうしよう」「やめなきゃ」という

思いや悩み
を誰にも相談できなかった。

SNS等を通じた児童生徒とのやりとりは、わいせつ事
案
（大部分が児童生徒とのSNS等でのやりとりが発端）
につながる大変危険な行為です。

次の事項について、確認・徹底をお願い
します
□私的なＳＮＳ等による児童生徒とのやりとりの
有無について、

再度確認する。その際、正直に報告がなされる
よう工夫する。

（※相談窓口の設定・アンケートの実施など）

□なぜやりとりをしてはいけないのかという理由
を、再度、全教員に
   おさえる。
□児童生徒からのともだち申請やメッセージに対
する職員の対応に
   ついて明確にし、児童生徒・保護者にも示す。

（※教職員が行うFacebookやInstagram、Twitter等
に、「友だち申請」や

「メッセージ」「ダイレクトメール」等を送っ
てきたりしていませんか。）

令和７年度岡山県の懲戒処分３件

（そのうち１件が性犯罪・性暴力事案）

～不祥事防止のキーワード「繰り返し」「機を逃さず」「アンテナ高く」～

・「不祥事ゼロ・懲戒処分ゼロ」の継続を目指し津山教育事務所では、「心に
響く」コンプライアンス研修をオンラインで提供します。

【令和８年度コンプライアンス・オンライン演習】
申し込み等、詳細については各回ごとに別途案内をします。

第１回：令和８年 ６月１０日（水）15:45～16:00（15分）体罰・暴言
第２回：令和８年 ７月２９日（水）13:30～14:15（45分）性犯罪・性暴力行為
第３回：令和８年１１月１８日（水）15:45～16:30（45分）同僚性
第４回：令和８年１２月 ２日（水）15:45～16:00（15分）情報管理
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